
指標 

（厚労省提出指標）

Process

2018 

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 内服定期薬の薬剤数が 6剤以上の患者数 持参薬含む。自院 or 他院での処方は問わない 

分母

A)6 月任意の 1 週間に在院している 65 歳～74 歳の患者のう

ち内服定期処方のある患者数 

B）6月任意の 1週間に在院している 75歳以上の患者のうち

内服定期処方のある患者数

持参薬含む。自院 or 他院での処方は問わない 

収集

期間
年1回（6月）  

調整

方法

高齢者の内服定期薬剤6剤以上の割合 

 高齢者において多剤使用は入院、施設入所、死亡と関連があり、減らすことでよい効果がもたらされること

を示す研究がある（老化に関する研究センター、豪）。我が国では、指定の疾患を除いて、7剤以上の併用は薬

剤料が低減算定の対象となっている。入院時は定期薬の見直しのよい機会である。 

前期高齢者 最小値 8.6  25％値 36.8  中央値 60.6  75％値 71.0  最大値 88.9 

後期高齢者 最小値 27.1  25％値 45.8  中央値 55.9  75％値 66.8 最大値 93.6 

回答病院 32病院（2021年38病院） 

 6剤以上の患者数の割合は、中央値では前期高齢者、後期高齢者とも昨年より増加しています。また、報告病

院が、20年40病院、21年38病院、22年32病院と連続して減少しています。数値把握の検討が必要です。 

 2021年社会医療診療行為別調査の概況（厚生労働省ホームページ）によると、院外処方薬の7種類以上の割合

は65～74歳の前期高齢者が12.8%（2020年は12.9％）、75歳以上が24.2%（2020年は24.2％）です。外来、院内

の違いと、6剤と7剤の違いがあるため、単純な比較はできませんが、民医連病院の6剤以上の割合の中央値は高

くなっています。 

ポリファーマシー（不適切な多剤処方）への問題意識は高まっています。診療報酬では、2016年からは、6種

類以上服薬している患者に対して、退院時2種類以上減薬した場合「薬剤総合評価調整加算」が算定できるよう

になりました。現在は、減薬の取り組みについて、多職種連携や、医師・院内薬剤師と保険薬局薬剤師の退院

時薬剤情報連携も評価されています。入院期間の短い急性期では減薬への取り組みが困難な場合がありますが、

外来・在宅・介護施設・保険薬局などの地域連携と、民医連の多職種連携・薬薬連携の優位性を生かした取り

組みが求められます。 

３

・『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015』〔PDF版〕の院内への情報提供し、合わせて、一般向けパンフレ

ット「多すぎる薬と副作用」、「超高齢社会…適正処方の手引き」各種、及び「特に慎重な投与を要する薬物

のリスト」などについても院内への情報提供。 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

考察 

改善・運用事例など 


















